
平成 17 年 7 月

高エネルギー加速器研究機構

化学薬品等取扱いの手引き
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皮膚に付いたとき　　　　　大量の流水で洗い流す。

目に入ったとき　　　　　　大量の流水で洗い流す。

ガスを吸入したとき　　　　清浄な空気の場所へ移動し、安静にする。

飲み込んだとき　　　　　　嘔吐し、口をすすぐ。

意識がないとき　　　　　　吐いた物がのどにつまらないような姿勢をとらせ、
　　　　　　　　　　　　　必要に応じて、心肺蘇生などの処置を行う。

まず、確認

緊急連絡

応急処置（詳細は、表紙裏 参照）

・ 有毒ガスの発生はないか？

・ 酸欠の危険性はないか？

・ 爆発の危険性はないか？

薬品による障害発生時の対応
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インフォメーションセンター

３３９９

保健室（産業医）　 ５６００

救　急　車

１１９（緊急時）

ＡＥＤ (自動体外式除細動装置）の設置場所
インフォメーションセンター (３３９９)

放射光研究施設光源棟・出入管理室（５７７８）

電子陽電子加速器コントロール棟



  

  
○薬品による障害の応急処置○薬品による障害の応急処置○薬品による障害の応急処置○薬品による障害の応急処置 

 
    

皮膚に対する処置皮膚に対する処置皮膚に対する処置皮膚に対する処置    

    

速やかに大量の冷水で 15 分以上洗浄する。濃硫酸など水によって発熱するものは、はじめに乾い

た布や紙などでできるだけ早く大部分をふき取った後、大量の水で洗い流す。酸やアルカリは皮膚の

ひだや毛髪の間に残ることが多いので、酸なら弱アルカリの溶液、アルカリなら 2－3％の酢酸やレモ

ン汁などで中和する。皮膚の潰瘍は医師の診断を受ける。  
    

眼に対する処眼に対する処眼に対する処眼に対する処置置置置    

    

すばやく大量の水で洗う。特にアルカリは眼球を腐食するので、よく水洗いしてすぐに医者にかか

る。噴出式の洗眼装置を用いるのがよいが、ない場合は清潔な水をオーバーフローさせた洗面器に

顔を反復して入れ、はじめは眼を閉じたまま、その後水中で眼を開閉して洗眼する。ゴム管からのゆる

やかな流水を用いてもよい。ただし、噴水が強いと顔についている薬品が眼に入ったり、腐食された皮

膚表面をはぎとることになるので注意が必要である。中和剤は使用しない。洗眼を終わったら厚めの

ガーゼを当てて眼帯で固定し、なるべく早く眼科医の処置を受ける。  
    

呼吸器に対する処置呼吸器に対する処置呼吸器に対する処置呼吸器に対する処置    

    

患者を迅速に新鮮な空気中に移す。汚染した衣類は取り除き、皮膚を洗浄して、保温、安静にす

る。重症の場合は、酸素吸入や人工呼吸が必要である。酸ミスト、塩素ガスなどの濃厚曝露では、気

管粘膜ばかりでなく、肺胞も損傷し、気管支炎、肺炎、肺水腫を引き起こし、呼吸困難に陥る。ショック

を起こすこともあるので、医師の治療が必要である。  
    

誤飲に対する処置誤飲に対する処置誤飲に対する処置誤飲に対する処置    

    

大量の水または牛乳を飲ませ、嘔吐させる。胃、食道の損傷は数分で死を招くので、処置は寸秒を

争う。与える水は薬品の約 100 倍必要である。酸に対しては生卵、アルカリに対しては果汁、酢なども

利用できる。指でのどを刺激したりして吐かせてもよいが、意識がないときは窒息する恐れがあるので

何もせず、専門家の指示を仰ぐ。保温、安静にし、ショックや呼吸麻痺に注意する。  
    

中毒したときの処置中毒したときの処置中毒したときの処置中毒したときの処置    

    

有毒ガスを吸入したときは、ただちに新鮮な空気中に移し、衣服をゆるめて、安静にさせる。必要が

あれば、人工呼吸などを行う。ホスゲン、亜硝酸ガス、ハロゲンの中毒に対しては、数時間は必ず安静

にさせる。  
 

（財）日本中毒情報センター（財）日本中毒情報センター（財）日本中毒情報センター（財）日本中毒情報センター    （（（（    ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル Q2 Q2 Q2 Q2 ））））    
つくばつくばつくばつくば中毒１１０番（中毒１１０番（中毒１１０番（中毒１１０番（365365365365日日日日    ９時～２１時対応）０９９０－５２－９８９９９時～２１時対応）０９９０－５２－９８９９９時～２１時対応）０９９０－５２－９８９９９時～２１時対応）０９９０－５２－９８９９    

（上記時間以外（上記時間以外（上記時間以外（上記時間以外 ( ( ( (大阪大阪大阪大阪) ) ) ) ））））        ０９９０－５０－２４９９０９９０－５０－２４９９０９９０－５０－２４９９０９９０－５０－２４９９    
・ ただし、有料のダイヤルＱ2サービスを利用しているため、構内電話、PHS からは 
利用できませんのでご注意ください。 
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化学薬品及び有害物質を取り扱うには化学薬品及び有害物質を取り扱うには化学薬品及び有害物質を取り扱うには化学薬品及び有害物質を取り扱うには    
 

当機構では、化学薬品及び有害物質（化学薬品等化学薬品等化学薬品等化学薬品等）の取り扱いに関して、「化学薬品及化学薬品及化学薬品及化学薬品及

び有害物質危害予防規程び有害物質危害予防規程び有害物質危害予防規程び有害物質危害予防規程」で定め、下図に示す保安管理組織において「環境安全管理室環境安全管理室環境安全管理室環境安全管理室」

が安全に関する実務を行っています。化学薬品等を取り扱う場合は、危害予防規程を遵守

するとともに、化学薬品等取扱主任者化学薬品等取扱主任者化学薬品等取扱主任者化学薬品等取扱主任者及び化学薬品等取扱責任者化学薬品等取扱責任者化学薬品等取扱責任者化学薬品等取扱責任者の指示に従ってください。

また、不明な点は、環境安全管理室までお問い合わせください。 
以下のページに化学薬品等の入手から廃棄に至る一連の取り扱い作業におけるルール、

注意点を示します。 
 

 
１．化学薬品等の入手１．化学薬品等の入手１．化学薬品等の入手１．化学薬品等の入手    p.3    

２．化学薬品等の保管２．化学薬品等の保管２．化学薬品等の保管２．化学薬品等の保管    p.9    

３．化学薬品等の使用３．化学薬品等の使用３．化学薬品等の使用３．化学薬品等の使用    p.15    

４．実験系廃棄物の取り扱い４．実験系廃棄物の取り扱い４．実験系廃棄物の取り扱い４．実験系廃棄物の取り扱い    p.19    

５．作業環境管理５．作業環境管理５．作業環境管理５．作業環境管理    p.25    

６．化学実験棟の利用、依頼分析６．化学実験棟の利用、依頼分析６．化学実験棟の利用、依頼分析６．化学実験棟の利用、依頼分析        p.29 
 
 
 
 

 

環環環環環環環環境境境境境境境境安安安安安安安安全全全全全全全全管管管管管管管管理理理理理理理理室室室室室室室室        

内線 5498 
k-anzen@ml.post.kek.jp 
http://rcwww.kek.jp/chem/ 

≪化学薬品及び有害物質保安管理組織≫ 

代理者

作業従事者

機構長

化学薬品等取扱責任者化学薬品等取扱責任者化学薬品等取扱責任者化学薬品等取扱責任者

所長等

使用場所管理責任者

保管庫等管理責任者

化学薬品等取扱主任者化学薬品等取扱主任者化学薬品等取扱主任者化学薬品等取扱主任者
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１１１１. 化学薬品等の入手化学薬品等の入手化学薬品等の入手化学薬品等の入手 
 
 

z 化学薬品等の購入、持ち込み時は「化学薬品等入手願」を提出する。 
 
z 一般の化学薬品以外にも、毒性の強い金属（水銀、ベリリウム、カド

ミウムなど）やその化合物を入手する場合も、入手願を提出する。 
 
z 事前に、化学物質安全性データシート（MSDS）などにより、入手す
る化学薬品等の性状や毒性、危険性などを調査する。 

 
z 必要量以上の薬品を購入しない。 
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化学薬品等の入手（購入、持込み）化学薬品等の入手（購入、持込み）化学薬品等の入手（購入、持込み）化学薬品等の入手（購入、持込み）    
    

化学薬品等を購入または持ち込む場合には、事前に化学薬品等入手願化学薬品等入手願化学薬品等入手願化学薬品等入手願を提出し、化学薬品等

取扱責任者及び化学薬品等取扱主任者の承認を得なければなりません。1)1)1)1) 

 

 

「化学薬品等」に該当するもの 
 

z 労働安全衛生法関連法令に定める 特定化学物質・有機溶剤特定化学物質・有機溶剤特定化学物質・有機溶剤特定化学物質・有機溶剤 （47,48ページ） 

z 毒物及び劇物取締法に定める 毒物・劇物毒物・劇物毒物・劇物毒物・劇物（49ページ）・特定毒物 2) 

z 消防法に定める 危険物危険物危険物危険物 （50,51ページ） 

z その他試験研究に使用する化学物質で、人体の健康及び生活環境に有害な物質  

 

一般の化学薬品以外にも、毒物、劇物、特定化学物質などに該当する金属（水銀、

ベリリウム、カドミウムなど）やその化合物などを入手する場合には、必ず入手願を

提出してください。ただし、化学薬品等が装置や機器内に密閉されており、通常の使

用において、毒性や危険性の観点から問題がないものについては、化学薬品等として

取り扱いません。 

ガスの取扱いについては「安全ガイドブック」のガスの項目、放射性物質(核燃料物

質を含む)については「放射線安全の手引き」をご覧ください。 

 

その他、化学薬品等入手願を提出する必要のないもの  
    

z 乾電池、蛍光灯、接着剤、ハンダなどの日常生活で用いられているものや、食用、   

医薬品等として用いられているもの  
 

z 鉄、アルミ、銅、ステンレスなどの有害性の低い金属材料やプラスチック類などの  

有機材料 

 
 
 
 
 
 

1)1)1)1) 放射光科学研究施設では、共同利用者による短期の持ち込みに限り「試料・化学薬品等持ち込み・使用届」を 
提出することで､化学薬品等入手願に代えることができます。詳細に関しては、ＰＦユーザー向け化学安全資料 
のページ http://pfwww.kek.jp/safety/chem/ をご参照下さい。 
 

2)2)2)2) 特定毒物は、特定毒物研究者の許可を受けた者でなければ使用できません。 
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入手のための手続き入手のための手続き入手のための手続き入手のための手続き    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 下記 URL より化学薬品等入手願（35 ページ）をダウンロードし、必要事項を記入  

して電子メール 3) 3) 3) 3) により環境安全管理室（k-anzen@ml.post.kek.jp）に提出してく 
ださい。 

   
化学薬品等の入手（購入、持込み）URL 
http://rcwww.kek.jp/chem/gyomu/nyushu.html 
 

（２） 化学薬品等取扱責任者 及び 化学薬品等取扱主任者（41 ページ）が入手を承認する
と、化学薬品等入手許可書化学薬品等入手許可書化学薬品等入手許可書化学薬品等入手許可書（37 ページ）が入手者に送付されます。化学薬品等が毒
物・劇物に該当する場合は、専用のバーコードラベルバーコードラベルバーコードラベルバーコードラベル（12 ページ）が同封されます
ので、容器に貼付してください。 

 
（３） 化学薬品等を購入する場合には、化学薬品等入手許可書を契約書類に添付して契約手

続きを行ってください。 
 
  

 
 

 
 
 
 

3)3)3)3) 電子メールが利用できない場合は書面により化学薬品等入手願（36ページ）を提出することも可能ですが、 
可能な限り電子メールにより提出してください。 

薬品入手希望者

環境安全管理室 化学薬品等取扱責任者

化学薬品等取扱主任者

化学薬品等
入手願 ・化学薬品等入手許可書

・バーコードラベル（毒物・劇物）
（電子メール）

承認の可否

承認の可否
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化学薬品等の入手における注意事項化学薬品等の入手における注意事項化学薬品等の入手における注意事項化学薬品等の入手における注意事項    
 

○ 化学薬品等の入手にあたっては、化学物質安全性データシート化学物質安全性データシート化学物質安全性データシート化学物質安全性データシート（（（（MSDSMSDSMSDSMSDS））））などにより、
薬品の性状や毒性、危険性、規制を受ける法令などを十分に調査してください。また、

毒性や危険性の高い薬品の入手に当たっては、他の薬品による代用も検討してください。 

 
○ 入手した化学薬品等を譲渡する場合や、処理や加工などの作業を依頼する場合は、相手

方に十分な情報を伝達してください。 

 

○ 労働安全衛生法関連法令に定める特定化学物質・有機溶剤、毒物及び劇物取締法に定め

る毒物・劇物、消防法に定める危険物に該当する化学薬品は、保管や使用に当たって特

別な注意が必要となります。詳細については、２．化学薬品等の保管、３．化学薬品等２．化学薬品等の保管、３．化学薬品等２．化学薬品等の保管、３．化学薬品等２．化学薬品等の保管、３．化学薬品等

の使用の使用の使用の使用    をご覧ください。 

 

○ あらかじめ実験や作業に必要な薬品の量をよく検討し、グループ内で薬品を共同で使用

するなどの工夫により、不要な薬品や必要量以上の薬品を購入しないようにしてくださ

い。 

 

 
 
 

  
    

MSDSとは、化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡又は提供する際に、その化学物質
に関する情報を提供するためのものです。薬品の性状のほか、危険有害性、応急時の措置、

取り扱い・保管・廃棄時の注意など多くの有用な情報が記載されています。 
 

（参考情報）  http://rcwww.kek.jp/chem/gyomu/msds.html 

化学物質安全性データシート（MSDS） 
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２２２２. 化学薬品等の保管化学薬品等の保管化学薬品等の保管化学薬品等の保管 
 
 

z 化学薬品等は定められた場所（保管庫等）に保管する。 
 
z 毒物、劇物は、施錠可能な専用の保管庫で保管する。 
 
z 一定の数量以上の危険物は、少量危険物貯蔵取扱所または化学実験棟

化学薬品庫（危険物屋内貯蔵所）に保管する。 
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化学薬品等保管場所化学薬品等保管場所化学薬品等保管場所化学薬品等保管場所    
 
（注意事項）（注意事項）（注意事項）（注意事項）    
    
    
    
保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：    
    

TEL (PHS)TEL (PHS)TEL (PHS)TEL (PHS)    
夜間連絡先夜間連絡先夜間連絡先夜間連絡先    

 

Emergency Call 3399 
( Information Center ) 

化学薬品等の保管場所化学薬品等の保管場所化学薬品等の保管場所化学薬品等の保管場所        
 

化学薬品等の保管は、保管庫及び保管室 
等（保管庫等）で行ってください。保管庫 
等には、保管庫等管理責任者保管庫等管理責任者保管庫等管理責任者保管庫等管理責任者が定められて 
います。保管庫等を新設する場合は、当該 
研究系の化学薬品等取扱責任者にご相談く 
ださい。 

 
○ 保管庫等管理責任者は、右記のような 

標識（環境安全管理室 HPからダウン 
ロード可）を保管場所の見やすい場所 

に掲示してください。  

（管理責任者名、連絡先、保管や災害 

時の注意事項を記載すること） 

 

 
○ 薬品戸棚や保管庫は温度変化の少ない場所に、壁や床等に固定して設置してください。      

 
○ 棚の中の薬品容器が転倒・転落するのを防止するための措置を講じてください。      

                     
 

毒物、劇物の保管毒物、劇物の保管毒物、劇物の保管毒物、劇物の保管    
 
○ 毒物・劇物に該当する化学薬品は、一般の化学薬品とは別に専用の金属製保管庫に保管

し、盗難・紛失防止のため必ず施錠してください。 

 
○ 保管庫には、毒物については赤地に白色の文字で「医薬用外毒物」、劇物は白地に赤色の

文字で「医薬用外劇物」と明示したラベルを貼付してください。 

 
○ 毒物・劇物の薬品ビンには、薬品の入手時に環境安全管理室で発行する バーコードラベバーコードラベバーコードラベバーコードラベ

ルルルル    を貼付してください。薬品を使い切った場合または廃棄する場合は、バーコードの管

理番号を電子メール（送信先：k-anzen@ml.post.kek.jp）で連絡してください。 
 

○ 毒物・劇物の所有者は、使用簿等により在庫量及び使用量を把握しておくと共に、保管

数量を定期的に使用簿等と照合して確認してください。また、管理室からの求めに応じ、

毒毒毒毒物・劇物残量確認報告書物・劇物残量確認報告書物・劇物残量確認報告書物・劇物残量確認報告書（38ページ）を提出してください。 

化学薬品保管場所化学薬品保管場所化学薬品保管場所化学薬品保管場所    



 

  
12 

 

○ 使用の見込みがない毒物、劇物については、適正な方法により廃棄してください。（4. 4. 4. 4. 実実実実

験系廃棄物の取り扱い験系廃棄物の取り扱い験系廃棄物の取り扱い験系廃棄物の取り扱い 参照） 

 
 
    

    
    

毒物・劇物に関しては、一般の化学薬品以上に厳しい保管管理が求められています。

当機構においては、毒物・劇物に該当する薬品は所有者の責任で保管量を管理すること

を基本としていますが、機構全体における保管情報を環境安全管理室においても収集し、

より有効な管理を行うため、各薬品ビン毎に管理番号を付記した専用のバーコードラベ

ルを発行しています。二次元バーコード上には薬品の管理番号、入手日付、薬品名、分

類（毒物・劇物）、包装容量、所有者名、所有者所属、保管場所 の情報が記録されてお
り、保管庫や所有者単位で保管毒劇物のリストを作成する場合や、保管数量の確認作業

を行う場合に利用できます。 
 

 
 

 
 

危険物の保管危険物の保管危険物の保管危険物の保管    
 
消防法の危険物に該当する薬品を指定数量（50,51 ページ）以上保管する場合は、危険物危険物危険物危険物

屋内貯蔵所屋内貯蔵所屋内貯蔵所屋内貯蔵所として認可を受けた保管庫（化学実験棟化学薬品庫化学実験棟化学薬品庫化学実験棟化学薬品庫化学実験棟化学薬品庫）に保管しなければなりませ

ん。同薬品庫への危険物の保管を希望する場合は、事前に化学実験棟事務室に相談してくだ

さい。保管可能な危険物の量を 13ページに示します｡ 
指定数量未満でも指定数量の 1/5 以上の危険物は、少量危険物貯蔵取扱所少量危険物貯蔵取扱所少量危険物貯蔵取扱所少量危険物貯蔵取扱所として届け出た

保管庫においてのみ、保管・取り扱いができます。当機構における少量危険物貯蔵取扱所、

およびその最大貯蔵数量を 13 ページに示します｡ 

 

化学薬品等の保管における注意事項化学薬品等の保管における注意事項化学薬品等の保管における注意事項化学薬品等の保管における注意事項    
 

○ 化学薬品の危険性を、発火性、引火性、可燃性、爆発性、酸化性、禁水性、強酸性、腐

食性、有毒性、有害性などに分類し、危険性に応じた対策を行って保管してください。 

 

○ 個々の化学薬品は、薬品の所有者が責任を持って管理してください。薬品の所有者は、

保管庫等管理責任者の指示を遵守し、保管庫内の整理整頓や在庫確認等、適正な保管・

管理をこころがけて下さい。 

毒物・劇物用バーコードラベル 



 

  
13 

 

○ 入手した化学薬品等については、定期的に使用状況の調査を行います。化学薬品等の所

有者は、化学薬品等取扱主任者の求めに応じ、化学薬品等使用報告書化学薬品等使用報告書化学薬品等使用報告書化学薬品等使用報告書（39 ページ）に薬

品の使用量および使用後の化学薬品の排出・移動の内訳を記載し、化学薬品等取扱責任

者に提出してください。 

 
 
 
危険物屋内貯蔵所 
    

場      所 類      品     名 最大貯蔵数量 

 
化学実験棟化学薬品庫 
 

 
第 4類 

特殊引火物 
第 1石油類 
 
アルコール類 
第 2石油類 
 
第 3石油類 
 
第 4石油類 

 
非水溶性液体 
水溶性液体 
 
非水溶性液体 
水溶性液体 
非水溶性液体 
水溶性液体 

２００    
２００    
６００    
２０００    
２００    
２００    
４００    
４００    
３０００    

 
 

 
少量危険物貯蔵取扱所 
    

場      所 類      品       名 最大貯蔵数量 

ＲＩ廃液処理施設 第 4類 灯油 ４５０    

第 1工作棟油脂庫 第 4類 

アルコール類 
第 1石油類 
第 2石油類 
第 3石油類 
第 4石油類 

４０    
 ３０    
４０    
２５０    
３５０    

第 1工作棟（放電加工機用） 第 4類 ケロシン ８００    

第 4類 第 1石油類 
アルコール類 

８０    
８０    PF 研究棟・化学薬品庫 

第 6類 濃硝酸 ２０ kg  

化学実験棟・化学実験室 3 第 4類 アルコール類 ２７０    

洗浄処理棟薬品庫 1 第 4類 廃溶媒 
廃油 

２００    
９００    
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３３３３. 化学薬品等の使用化学薬品等の使用化学薬品等の使用化学薬品等の使用 
 
 

z 廃液を伴う化学薬品等の取り扱いは、貯留槽のある実験室で行う。 
 
z 労働安全衛生法に定める有機溶剤、特定化学物質の取り扱いは、ドラ

フトなどの局所排気設備のある場所で行う。 
 
z 使用する化学薬品の性状や毒性、危険性を理解し、適切な取り扱いを

行う。 
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化学薬品等の使化学薬品等の使化学薬品等の使化学薬品等の使用場所用場所用場所用場所    
 
化学薬品等を取り扱う実験室等には、使用使用使用使用 
場所管理責任者場所管理責任者場所管理責任者場所管理責任者が定められています。使用場 
所管理責任者の選任については、当該研究系 
の化学薬品等取扱責任者にご相談ください。 
 
○ 使用場所管理責任者は、右記のような 

標識（環境安全管理室 HPからダウン 
ロード可）を使用場所の見やすい場所 

に掲示してください。  

（管理責任者名、連絡先、取り扱いや 

災害時の注意事項を記載すること） 

 
 
 
 

廃液を伴う取り扱い作業廃液を伴う取り扱い作業廃液を伴う取り扱い作業廃液を伴う取り扱い作業    
 

廃液を伴う化学薬品等の取り扱い作業は、排水貯留槽の設置されている実験室（ 14 ペー
ジ・化学実験室等の配置図化学実験室等の配置図化学実験室等の配置図化学実験室等の配置図 参照）のみで行うことができます。やむを得ず、上記以外の場所
で廃液を伴う作業が必要な場合は、事前に化学薬品等取扱主任者の許可を受け、化学薬品等

取扱責任者、使用場所管理責任者の指示に従ってください。 
 

 

有機溶剤、特定化学物質の取り扱い有機溶剤、特定化学物質の取り扱い有機溶剤、特定化学物質の取り扱い有機溶剤、特定化学物質の取り扱い    
 

労働安全衛生法では、特定化学物質および有機溶剤（47,48ページ 参照）を取扱う作業は、
ドラフトなどの局所排気設備のある場所で行うことが義務付けられています。また、作業の

状況によっては、空気中の化学物質濃度を測定する作業環境測定や、作業者に対する特別健

康診断などの義務が生じる場合があります。これらの物質を取り扱う場合は、労働安全衛生

法に定める遵守事項に違反することのないように十分注意してください。詳細については、

５．作業環境管理５．作業環境管理５．作業環境管理５．作業環境管理 をご覧ください。 

 
 
 

化学薬品等保管場所化学薬品等保管場所化学薬品等保管場所化学薬品等保管場所    
 
（注意事項）（注意事項）（注意事項）（注意事項）    
    
    
    
使用場所管理責任者：使用場所管理責任者：使用場所管理責任者：使用場所管理責任者：    
    

TEL (PHS)TEL (PHS)TEL (PHS)TEL (PHS)    
夜間連絡先夜間連絡先夜間連絡先夜間連絡先    

 

Emergency Call 3399 
( Information Center )    

化学薬品使用場所化学薬品使用場所化学薬品使用場所化学薬品使用場所    
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化学薬品等の化学薬品等の化学薬品等の化学薬品等の取り扱いにおける注意事項取り扱いにおける注意事項取り扱いにおける注意事項取り扱いにおける注意事項    
 

○ 化学薬品等の使用者は、使用場所管理責任者の指示を厳守し、安全・衛生に十分に留意

して作業を行ってください。 

 
○ 取り扱い作業を行う前に、薬品の性状や危険性をMSDS（7ページ）などにより調査し、
すべての作業者にこれらの情報を周知させてください。また、見やすい場所にMSDS  
を備え付けてください。 

 
○ 化学薬品等を含む廃液や、器具類を洗浄した 1次・2次洗浄廃液は定められた区分に従っ
て分別収集し、流しには絶対に流さないでください。（４．実験系廃棄物の取り扱い４．実験系廃棄物の取り扱い４．実験系廃棄物の取り扱い４．実験系廃棄物の取り扱い 参

照） 

 
○ 有害な薬品や危険な薬品を使用する際は、適切な保護具（手袋、保護眼鏡、マスク等）

を使用してください。 

 
○ 揮発性の薬品を取り扱う作業は、ドラフトで行ってください。 

 
○ 実験台の周囲は整理・整頓を行い、安全に作業を行うための環境の整備を心がけてくだ

さい。また、使いかけの薬品や溶液は容器に内容物を記載したラベルを貼付し、適切な

方法で保管してください。 

 
○ 化学薬品等による障害が発生した場合は、応急処置（表紙裏 薬品による障害の応急処置薬品による障害の応急処置薬品による障害の応急処置薬品による障害の応急処置

参照）を講ずるとともに機構の産業医などの医師の診断を受けてください。また、イン

フォメーションセンター（内線 3399）に必ず連絡してください。 
 
○ 化学実験棟内の実験室は共同利用施設であり、廃液を伴う薬品の取り扱いやドラフトを

使用する作業などに利用できます。利用を希望する場合は、化学実験棟事務室に申し込

んでください。（６．化学実験棟の利用、依頼分析６．化学実験棟の利用、依頼分析６．化学実験棟の利用、依頼分析６．化学実験棟の利用、依頼分析    参照） 
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４４４４. 実験系廃棄物の取り扱い実験系廃棄物の取り扱い実験系廃棄物の取り扱い実験系廃棄物の取り扱い 
 
 

z 化学薬品等の取り扱い作業により発生した廃液や有害な固形廃棄物

は、実験系廃棄物として取り扱う。 
 
z 実験系廃棄物は、作業者自身が定められた方法で分別収集し、実験廃

液処理施設に処理を依頼する。 
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実験系廃棄物実験系廃棄物実験系廃棄物実験系廃棄物    
 
 化学薬品等の取り扱い作業により発生した廃液や有害な固形廃棄物は、実験系廃棄物実験系廃棄物実験系廃棄物実験系廃棄物とし

て特別な取り扱いが必要です。当機構においては、環境安全管理室が実験系廃棄物の管理を

行い、実験廃液処理施設における無害化処理、または産業廃棄物処理業者への委託処理を行

っています。    

 

実験系廃棄物の分類実験系廃棄物の分類実験系廃棄物の分類実験系廃棄物の分類        
 

実験廃液実験廃液実験廃液実験廃液    
 無機系・有機系の廃液、実験器具などの 1 次・2 次洗浄廃液、廃油、コンプレッサード
レイン等が該当します。実験廃液処理施設で貸し出すポリタンクに、廃液区分表（23ペー
ジ）に従って分別収集してください。収集容器に廃液の内容を明示した上で、排出者の責

任で実験廃液処理施設に運搬してください。 
 
洗浄排水洗浄排水洗浄排水洗浄排水    
 実験室・暗室等の流しから排出される洗浄排水で、専用の貯留槽に溜められます。各貯

留槽の管理責任者からの依頼により、実験廃液処理施設に運搬して無害化処理され、公共

下水道に放流されます。 
 
有害固形廃棄物有害固形廃棄物有害固形廃棄物有害固形廃棄物    

毒性・危険性の高い化学薬品の付着した紙やウエス、毒性の強い金属やその化合物など

を含む固形廃棄物は、産業廃棄物として取り扱わなければなりません。内容を明示した上

で、自ら実験廃液処理施設に運搬してください。 
 
PCBPCBPCBPCB含有機器含有機器含有機器含有機器    

古い変圧器やコンデンサ等の機器には、使用が禁止されている PCB（ポリ塩化ビフェニ
ル）を絶縁油として利用しているものや、微量の PCBを含有する絶縁油が使用されている
ものがあります。PCBを含む廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、当機構では、厳重
な管理の下に保管しています。平成元年（1989年）以前に製造された変圧器・コンデンサ
等の絶縁油を交換する場合や機器を廃止する場合には、PCB含有の有無を分析調査するこ
とが義務づけられていますので、設備課電気管理係（内線 5184）へご相談ください。また、
分析の結果、PCBを含有することが確認された場合は、環境安全管理室にご連絡ください。 

 
薬品ビン薬品ビン薬品ビン薬品ビン    
空の薬品ビン(ポリ容器も含む)は、回収作業や排出後の事故などを防ぐため、一般のゴミ
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として廃棄しないでください。使用済みの薬品ビンは、洗浄・乾燥した後に、薬品を購入

した業者に引き取ってもらうことを原則とし、不可能な場合は、実験廃液処理施設に持ち

込んでください。 
 

実験廃液、有害固形廃棄物の処理依頼手続き実験廃液、有害固形廃棄物の処理依頼手続き実験廃液、有害固形廃棄物の処理依頼手続き実験廃液、有害固形廃棄物の処理依頼手続き    
 
 実験廃液および有害固形廃棄物の処理を依頼するには、化学実験棟事務室で廃液処理依頼

書（40ページ）に必要事項を記入し、排出者の責任で実験廃液処理施設に運搬してください。
処理や取り扱いにあたって事故につながることもありますので、廃棄物の内容についてはで

きるだけ詳細に記載してください。 
 

実験系廃棄物の排出における注意事項実験系廃棄物の排出における注意事項実験系廃棄物の排出における注意事項実験系廃棄物の排出における注意事項    
 

○ 大量の廃油以外の実験廃液は、原則として実験廃液処理施設で貸し出すポリタンクに収

納してください。 

 

○ 廃液の貯留中は､ガスの発生や加熱を防ぐための処置を講じてください。また、有機廃溶

剤の貯留中の火災に注意してください。 

 

○ 単独では危険性が高くない薬品でも、混合すると発火や爆発などを起こしたり、有毒な

ガスを発生するものがあります。排出者は廃液の性質を理解し、貯留中や運搬中は十分

に注意して取り扱ってください。 

 

○ オイルや塗料の空き缶、空きビンは、一般廃棄物として排出してください。 

 

○ 薬品の廃棄については、環境安全管理室にご相談ください。 

 

○ 放射性物質を含む廃液や固形廃棄物の処理については、放射線受付（3500）に相談して

ください。 

 

一般廃棄物の取り扱い一般廃棄物の取り扱い一般廃棄物の取り扱い一般廃棄物の取り扱い    
 

当機構では、一般廃棄物は 24 ページ に示す分類に大別されます。分類ごとに回収方法が

異なりますので、定められた回収法を厳守し、ゴミの減量、再利用、再資源化にご協力くだ

さい。 
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◎◎◎◎ 実験廃液の分別収集区分表実験廃液の分別収集区分表実験廃液の分別収集区分表実験廃液の分別収集区分表 
    

区分 内  容  等 

シアン系 

シアン化合物を含む水溶液 
必ずアルカリ性で保存し、酸などを混合しないこと。 
（酸性にすると猛毒のシアン化水素ガスを発生し、大変危
険です。） 
できるだけ重金属類など他の成分が混入しないようにし
てください。 

水銀系 無機水銀を含む水溶液（金属水銀は除く。） 

フッ素系 フッ素化合物を含む水溶液 

クロム系 クロムを含む水溶液 

重金属系 

鉄、ニッケル、銅、亜鉛、マンガン、鉛、カドミウム、ヒ
素などの重金属類やアルミニウム、マグネシウムなどの金
属イオンを含む水溶液 
ベリリウム、オスミウム、タリウムを含む廃液は、別途回
収してください。  

酸廃液 塩酸、硝酸、硫酸などの廃液 

 
無機系 
廃液 

アルカリ廃液 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭
酸カリウムなどを含む水溶液廃液 

現像廃液 写真現像廃液 

定着廃液 写真定着廃液 
写真 
廃液 

停止廃液 写真停止廃液 

一般有機 塩素を含まない一般の有機溶媒（ヘキサン、アセトン、ア
ルコール類など） 

ハロゲン系 
クロロホルム、四塩化炭素、トリクロロエチレン など有
機塩素化合物の廃溶媒。 
ダイフロン、フレオンなどの有機フッ素化合物。 

含水有機 20%以上の水を含む一般有機溶剤、ハロゲン系有機溶剤 

有機系 
廃液 

廃油 機械油、絶縁油、灯油、軽油、重油、動植物油 など 
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◎◎◎◎ 一般廃棄物の分類一般廃棄物の分類一般廃棄物の分類一般廃棄物の分類 
    

分別区分 内  容  等 

ビン・カン 飲料用の空き缶、空きビン 

燃やせない 
ゴミ 

プラスチックと金属などの複合製品、鍋・フライパン等調理器具、
アルミ箔製品、金属製の各種ふた、包丁やカミソリなどの刃物・針・
ピン、飲料用・食品用以外の空缶、空ビン（スプレー缶、塗料用ビ
ンなど）、ガラス製品・鏡、白熱電球、革・合成皮革・ゴムででき
ているもの、使い捨てライター、発泡スチロール製品・梱包材等、
塩化ビニール製品、配管パイプ、ビニールシート、飲料用ペットボ
トル等、金属製品 

燃やせる 
ゴミ 

紙、生ゴミ、食用油、タバコの吸い殻やチューインガム、食べ物な
どの残り、木くずや小さな木製品、小さな布製品、食品トレイ、ラ
ップ・セロファン・袋、プラスチックだけでできている小さなもの 
等 

古紙 ダンボール、使用済み用紙 など 

乾電池 ・主要な建物にある、乾電池回収箱に入れてください。  

一般 
廃棄物 

大型のもの 
または 

多量な場合 
・管財係の指示に従って発生材置場へ搬入してください。   

 

z 薬品類の空ビン、中身が残っているオイル、毒性・危険性の高い薬品の付着した紙・

ウエス等は、実験系廃棄物として取り扱ってください。 
 
z 塗料・潤滑油等のスプレーの空き缶は、中身を空にし、穴を開けて一般廃棄物として

排出してください。 
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５５５５. 作業環境管理作業環境管理作業環境管理作業環境管理 
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作業環境管理作業環境管理作業環境管理作業環境管理    
 
  作業者の健康障害を未然に防止するためには、作業環境中の有害因子を除去、低減し、保護

具等による曝露防止手段を講じる必要があります。このような対策を講じ、また、これらの対

策が有効であるかどうかを定期的に、または必要に応じて見直し、改善することが「作業環境作業環境作業環境作業環境

管理管理管理管理」です。 
  作業環境管理を進めるためには、「作業環境測定作業環境測定作業環境測定作業環境測定」、「作業管理作業管理作業管理作業管理」、「健康管理健康管理健康管理健康管理」を総合的に展

開することが重要です。 
  

作業環境測定作業環境測定作業環境測定作業環境測定    
 

 作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、これらの有害因子に作業者がどの程度曝露さ

れているのかを把握するために、空気環境中の当該化学物質濃度を測定するものです。 
労働安全衛生法では、第１類、第２類特定化学物質または第１種、第２種有機溶剤（47,48

ページ）を取り扱う作業が屋内の実験室等において常時作業として行われる場合、当該化学

物質の作業環境測定が義務づけられます。当機構においては、使用場所管理責任者の責任の

下に、環境安全管理室が作業環境測定を行うことになっています。 
 

作業管理作業管理作業管理作業管理    
 
有害因子が作業者に与える影響は、作業の内容・方法・作業者の健康状態によって異なり、

これらの因子を適切に管理することが重要です。 
化学薬品等を取り扱う作業においては、作業方法の改善などにより、個々の作業者が化学

薬品の蒸気や粉じんにさらされる危険性を最小限にすることが重要です。取り扱い作業に当

たっては、下記のような点を十分考慮してください。不明な点は、環境安全管理室または安

全衛生推進室までご相談ください。 
 

z 毒性や危険性の高い化学薬品は、他の薬品による代用を検討する。 
z 蒸気や粉じんの発散源を密閉する。 
z 作業内容に適した排気設備を設計し、使用する。 
z 適切な保護具（保護メガネ、手袋、マスクなど）を選定する。 
z 作業手順書を作成し、手順書に従った作業を行う。 
z 作業の効率化・作業時間の短縮により、薬品の使用量を減らす。 
z 作業主任者を選任する。 
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健康管理健康管理健康管理健康管理    
 
有害な因子によって健康に悪影響が生じていないかどうか監視するとともに、その結果に

基づき、必要に応じて、作業環境または作業内容を改善することが必要です。そのためには、

有害な因子にさらされる作業に就く前の健康状態を把握する健康診断（就業時診断）、定期的

な健康診断、その結果に基づく事後措置等を適切に講じていくことが求められます。 
労働安全衛生法では、下記の健康診断が義務づけられています。当機構における健康診断

の詳細については、安全衛生推進室までお問い合わせください。 
 

z 雇い入れ時の健康診断 
z 定期健康診断（１年以内に１回） 
z 特定化学物質や有機溶剤を取り扱う作業者の特別健康診断（１年以内に１回） 

 
 

 
○○○○    労働安全衛生法の遵守について労働安全衛生法の遵守について労働安全衛生法の遵守について労働安全衛生法の遵守について    
    
労働安全衛生法および関連法令では、有機溶剤や特定化学物質を取り扱う作業が常時作業

として行われる場合には、下記の対応が義務づけられますので、法に定める遵守事項に違反

することがないように十分に注意してください。 
 

z 作業環境測定の実施 
z 発散源を密閉する設備、排気装置の設置と設備の定期自主検査 
z 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う作業者に対する特別健康診断 
z 作業主任者の選任（試験研究のために取り扱う作業を除く。） 
 

また、実験室以外の場所で以下のような作業を行う場合、状況によっては労働安全衛生法

上の有害業務に該当する場合があります。特に、継続的に作業を行う場合や業者等に行わせ

る場合は、事前に安全衛生推進室または環境安全管理室に連絡してください。 
 

z 有機溶剤等の塗布作業、または有機溶剤を塗布された物の接着作業 
z 有機溶剤等を用いて行う塗装作業 
z 有機溶剤などを用いて行う洗浄または払しょく作業 
z 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付け作業 
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６６６６. 化学実験棟の利用、依頼分析化学実験棟の利用、依頼分析化学実験棟の利用、依頼分析化学実験棟の利用、依頼分析 
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化学実験室の利用化学実験室の利用化学実験室の利用化学実験室の利用    
 

 化学実験棟の実験室は、一般の方が利用できる共同利用実験室です。廃液を伴う化学薬

品等の取り扱い作業やドラフトを使用する作業などに利用できます。 
 
○ 利用者は、予め「化学実験室使用願化学実験室使用願化学実験室使用願化学実験室使用願」を化学実験棟事務室に提出し、承認を得てくださ

い。長期間の使用については、一ヶ月を越えるごとに改めて使用願を提出してください。 

 

○ 使用する実験装置、器具、薬品等は利用者が自ら用意し、実験終了後はただちに持ち帰

ってください。 

 

○ 使用期間中は、実験室、実験装置、器具、薬品等を利用者が責任をもって管理してくだ

さい。また、他の利用者の妨げとならないよう、実験室内や作業スペースの有効利用に

御協力ください。 

 
 

 

 

 事務室 

 

 

 

    《化学実験棟案内図》 
 

 

 

 

                                微量         暗            洗浄室 

                                分析室       室       

                   化学薬品庫 

                                化学     化学     化学    化学 

                         実験室 1  実験室 2 実験室 3  実験室 4 
 

 

 

 

 

入口 
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各種分析機器の使用各種分析機器の使用各種分析機器の使用各種分析機器の使用    
 

   化学実験棟には水質検査のために利用する分析機器類が整備されています（ 33ページ・ 
主な分析装置と用途主な分析装置と用途主な分析装置と用途主な分析装置と用途 参照）。これらの分析機器は水質検査業務に支障がない場合に限り、 

一般の方も使用できます。分析機器類の使用を希望する場合は、化学実験棟事務室に申し 

込んでください。 

 

 

依頼分析依頼分析依頼分析依頼分析    
 

   化学実験棟事務室では、機構内から依頼される種々の試料の化学分析を受け付けています｡  
  研究活動、装置の開発､故障の原因究明等で化学分析の必要がある場合はご相談ください｡ 
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◎◎◎◎ 主な分析装置と用途主な分析装置と用途主な分析装置と用途主な分析装置と用途 
 
偏光ゼーマン原子吸光光度計    （日立 Z-5000） 
原子化装置：フレームユニット、グラファイト炉原子化ユニット 

 水溶液試料中の微量金属元素の定量 
  分析可能な元素：Li, Be, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,  

Se, Sr, Cd, Pb, Cs, Euなど 
 
ＩＣＰ発光分光分析装置 （京都光研 UOP-1 Mark II） 
 水溶液試料中の微量金属元素の定量 
 
イオンクロマトグラフ分析装置 （ダイオネクスModel-4000i, DX-120）  
 水溶液試料中の陰イオン、および陽イオンの定量 
  分析可能な陰イオン：F―, Cl―, Br―, I―, NO3―, SO42― など 
  分析可能な陽イオン：Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ など 
 
蛍光Ｘ線分析装置 （理学 ZSX 100e） 
粉末、基板、フィルムなどの各種固体試料、液体試料に含まれる元素の定性分析、 
半定量分析 

  分析可能な元素：Z = 5 (B) 以上の元素   測定径 500 µmでマッピング測定が可能 
 
粉末Ｘ線回折装置 （理学MultiFlex） 
 粉末、基板、フィルムなどの各種固体試料の結晶構造の決定 
 イオン性結晶、分子性結晶の化合物同定 
 
フーリエ変換赤外分光光度計 （パーキンエルマー SpectrumOne） 
 各種液体、固体、気体試料の赤外吸収スペクトルの測定 
 有機化合物の同定、定量 
 
紫外可視分光光度計 （日本分光 V-550） 
 液体、フィルム、粉末固体、基板等の各種試料の紫外可視吸収スペクトルの測定 
  (透過吸収測定、および積分球使用による反射吸収測定が可能) 
 測定波長：190 ～ 900 nm（透過吸収測定時） 
      250 ～ 850 nm（反射吸収測定時） 
 
分光蛍光光度計 （日本分光 FP-777） 
液体、フィルム、粉末固体、基板等の各種試料の蛍光スペクトル、蛍光励起スペクト
ルの測定 
測定波長：励起、蛍光共 220 ～ 750 nm 

 
（その他） 

pHメーター、導電率計、溶存酸素計、フッ化物イオン選択性電極、水銀分析計、 
ガスクロマトグラフ分析装置、高速液体クロマトグラフ分析装置など 
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化学薬品等入手願（電子メール用）化学薬品等入手願（電子メール用）化学薬品等入手願（電子メール用）化学薬品等入手願（電子メール用）    
    
＜化学薬品等入手願＞ 
年月日： 
所属 ： 
氏名 ： 
TEL  ： 
E-mail： 
保管場所： 
保管庫等管理責任者： 
-------------------------------------------------- 
薬品名 ： 
薬品分類： 
容量  ： 
数量  ： 
-------------------------------------------------- 
 
=====以下は申請時には切り放してください=============================== 
＜注意事項＞ 
・複数の薬品を入手する場合は、 
 ---------------- で囲まれた範囲（薬品名～数量）欄をコピーし、 
 複数の薬品の情報を記入してください。 
 
・（薬品分類）欄は、下記に該当する場合、下記の表記法で記入してください。 
  毒物           毒 
  劇物           劇 
  危険物          危 
  第１―３類特定化学物質  特１、特２、特３ 
  第１―３種有機溶剤    有１、有２、有３ 
 
   複数の分類項目に該当する場合は、・で区切って記入してください。 
    （例）薬品分類：劇・危・有２ 
 
・（容量）欄は、薬品ビンの包装容量を g または ml 単位で記入してください。 
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化学薬品等入手願（書面用）化学薬品等入手願  

年 月 日

所属所属所属所属

氏名氏名氏名氏名

TELTELTELTEL

E-mailE-mailE-mailE-mail

保管庫等名称：保管庫等名称：保管庫等名称：保管庫等名称：

薬品分類：毒（毒物）・劇（劇物）・危（危険物）・特１－３（第１－３類特定化学物質）・有１－３（第１－３種有機溶剤）

容量：薬品容器の包装容量 （ g , ml ）　　　　　

保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：

数量容量

化学薬品等入手願化学薬品等入手願化学薬品等入手願化学薬品等入手願

薬品名 薬品分類
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化学薬品等入手許可書  

No.No.No.No.

殿

下記の化学薬品等の入手を承認します。

署名 　　 承認月/日

保管庫等名称：保管庫等名称：保管庫等名称：保管庫等名称： 保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：保管庫等管理責任者：

薬品名
毒劇物

管理番号
薬品分類 容量 数量

薬品分類：毒（毒物）・劇（劇物）・危（危険物）・特１－３（第１－３類特定化学物質）・有１－３（第１－３種有機溶剤）

容量：薬品容器の包装容量 （ g , ml ）　　　　　

化学薬品等入手許可書化学薬品等入手許可書化学薬品等入手許可書化学薬品等入手許可書

化学薬品等取扱責任者

化学薬品等取扱主任者
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毒物、劇物残量確認報告書 

 

報告日：     年   月   日 

確認実施日：   年   月   日 

保管場所名称：             
実施者：（署名）             

 
 
下記の通り毒物、劇物に該当する化学薬品等について残量の確認結果を報告します。 
１．保管状態の確認（□にチェックを入れてください。） 

・ 専用保管庫が設置されている。     □ 
・ 保管庫は常時施錠されている。     □ 
・ 保管庫に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示がされている。 □ 
・ 薬品びん、容器に環境安全管理室発行のバーコードラベルが貼ってある。 □ 
・ 保管庫は床等に固定されている。     □ 
・ 薬品棚には薬品転落防止用の措置が講じてある。   □ 
・ 使用の都度、使用簿等に使用量、残量を記録している。   □ 

 
２．残量確認結果 

管理している毒劇物の本数         本 
うち使用簿の残量と一致した薬品の本数         本 

 
 
 
 
※ 使用簿等の残量と一致しないもの、又は行方不明の薬品がありましたら、そのリストを 

添付してください。 
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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 
化学薬品及び有害物質危害予防規程化学薬品及び有害物質危害予防規程化学薬品及び有害物質危害予防規程化学薬品及び有害物質危害予防規程 

平成１６年４月１９日 

規程第１ ０ ９ 号 

第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則    

（目的） 

第１条第１条第１条第１条 この規程は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下｢機構｣という。)

における化学薬品及び有害物質(以下｢化学薬品等｣という。)の取扱に関して必要な事項を定め

ることにより、健康障害と災害の発生を防止し、もって機構内及び周辺地域の環境の保全を確

保することを目的とする。 

（定義） 

第２条第２条第２条第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。  

(１)化学薬品等とは、次の掲げるものをいう。 

イ 労働安全衛生法施行令別表３に掲げる特定化学物質及び別表６の２に掲げる有機溶剤 

ロ 毒物及び劇物取締法別表１に掲げる毒物、別表２に掲げる劇物及び別表３に掲げる特定 

毒物 

ハ 消防法別表に掲げる危険物 

ニ その他試験研究に使用する化学物質で、人体の健康及び生活環境に有害な物質 

(２)使用場所とは、化学薬品等を取り扱う実験室等の屋内作業所及び屋外作業所をいう。 

(３)保管庫等とは、化学薬品等の保管庫及び保管室等をいう。 

（適用） 

第３条第３条第３条第３条 この規程は、機構の職員（以下「職員」という。）及び機構において化学薬品等を使用す

るすべての者に適用する。 

２２２２ この規程の適用を受ける者は、この規程を守らなければならない。 

 

第２章第２章第２章第２章    組織及び職務組織及び職務組織及び職務組織及び職務    

（機構長） 

第４条第４条第４条第４条 機構長は、化学薬品等により健康障害と災害の発生の防止に必要な措置の実施について

総括する。 

２２２２ 機構長は、第６条に規定する化学薬品等取扱主任者が同条第３項の規定に基づいて行う助言、

勧告を尊重しなければならない。 

（所長等） 

第５条第５条第５条第５条 研究所の所長、研究施設の施設長、大強度陽子加速器計画推進部長及び管理局長（以下

「所長等」という。）は、その管理下にある化学薬品等の使用場所について、健康障害と災害 

の発生の防止に必要な措置を講じなければならない。 

２２２２ 所長等は、健康障害と災害の発生の防止のための改善を求められた場合には、速やかに必要 

な措置を講じ、機構長に報告しなければならない。 
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（化学薬品等取扱主任者） 

第６条第６条第６条第６条 化学薬品等による健康障害と災害の発生の防止について監督を行わせるため、機構に化

学薬品等取扱主任者（以下「取扱主任者」という。）を置く。 

２２２２ 取扱主任者は、消防法に基づく危険物取扱者免状甲種の資格を有する職員のうちから機構長が

任命する。 

３３３３ 取扱主任者は、化学薬品等による健康障害と災害の発生の防止に必要な措置について、機構

長に助言、勧告を行わなければならない。 

４４４４ 主任者の旅行、疾病その他の事故の場合にその職務を代行させるために取扱主任者の代理者

を置く。 

５５５５ 取扱主任者の代理者は、危険物取扱者免状甲種の資格を有する職員のうちから機構長が予め 

任命する。 

（化学薬品等取扱責任者） 

第７条第７条第７条第７条 化学薬品等による健康障害と災害防止について監督を行わせるため、研究系、共通基盤

研究施設及び管理局（以下「研究系」という。）のそれぞれに化学薬品等取扱責任者（以下「取

扱責任者」という。）を置く。 

２２２２ 取扱責任者は、危険物取扱者免状乙種以上の資格を有する当該研究系等の職員のうち機構長が

任命する。 

３３３３ 取扱責任者が、旅行、疾病その他事故によりその職務を行うことができない場合において、 

その職務を代行させるために、必要に応じて取扱責任者の代理者を置くことができる。 

４４４４ 取扱責任者の代理者は、危険物取扱者免状乙種以上の資格を有する 当該研究系等の職員 

のうちから機構長が任命する。 

（使用場所管理責任者） 

第８条第８条第８条第８条 取扱場所の管理を行わせるため、使用場所ごとに使用場所管理責任者を置く。 

２２２２ 使用場所管理責任者は、当該研究系等の職員のうちから所長等が選任し、取扱責任者を通じて

取扱主任者に通知しなければならない。 

（保管庫等管理責任者） 

第９条第９条第９条第９条 保管庫等の管理を行わせるため、保管庫等ごとに保管庫等管理責任者を置く。 

２２２２ 保管庫等管理責任者は、当該研究系等の職員のうちから所長等が選任し、取扱責任者を通じて

取扱主任者に通知しなければならない。 

（作業従事者） 

第１０条第１０条第１０条第１０条 化学薬品等の取扱作業に従事する者は、関係法令及び本規程を遵守するとともに、取

扱責任者が職務上必要と認めて行う指示に従わなければならない 

（環境安全管理室） 

第１１条第１１条第１１条第１１条 学薬品等による健康障害と災害の発生の防止のための実務（以下「環境安全管理」と

いう。）を行うため、環境安全管理室（以下「管理室」という。）を置く。 

２２２２ 管理室の室員は、管理室の業務に関し必要な知識及び技能を有する職員のうちから機構長が任

命する。 

３３３３ 管理室に室長を置き、室員のうちから取扱主任者の意見を得て機構長が任命する。 
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４４４４ 室長は、室員を指揮し、管理室の業務を掌理する。 

５５５５ 室長は、管理室の業務について年度ごとに報告書を作成し、主任者を経由して機構長に提出

しなければならない。 

第１２条第１２条第１２条第１２条 管理室は、次の業務を行う 

(１)主任者の補助 

(２)排水監視 

(３)作業環境管理 

(４)実験系廃棄物の管理 

(５)化学薬品等の管理 

(６)環境安全管理に関する技術指導、助言 

 

第３章第３章第３章第３章    化学薬品等の入手化学薬品等の入手化学薬品等の入手化学薬品等の入手    

第１３条第１３条第１３条第１３条 化学薬品等を購入、持込等によって入手しようとする者は、所定の化学薬品等入手願

に所要事項を記載のうえ、取扱責任者を経由して取扱主任者に提出し、その承認を得なければ

ならない。 

２２２２ 化学薬品等を入手した者は、定期的に使用の状況を取扱責任者を経由して取扱主任者に報告し

なければならない。 

 

第４章第４章第４章第４章    使用及び作業環境測定使用及び作業環境測定使用及び作業環境測定使用及び作業環境測定    

（使用） 

第１４条第１４条第１４条第１４条 化学薬品等は、使用場所以外で使用してはならない。ただし、取扱主任者が必要と認

めた場所においては、この限りではない。 

２２２２ 化学薬品等を使用する者は、取扱主任者及び取扱責任者の指示に従い安全に十分注意しなけれ

ばならない。 

（作業環境測定） 

第１５条第１５条第１５条第１５条 使用場所管理責任者は、屋内作業場で以下の各号に示す作業が常時作業として行われ 

る場合には、当該作業場について、厚生労働省告示第６５号「作業環境測定基準」に基づく作

業環境測定を行わなければならない。 

(１)特定化学物質を取り扱う作業 

(２)有機溶剤を取り扱う作業 

 

第５章第５章第５章第５章    保管保管保管保管    

（保管） 

第１６条第１６条第１６条第１６条 化学薬品等を保管する場合は、保管庫等で行わなければならない。 

２２２２ 保管庫は、壁、床等に固定し、棚から容器が転落するのを防止するための措置を講じなけれ 

ばならない。 

３３３３ 毒物及び劇物は、次のように保管しなければならない。 

(１)保管庫は、金属性ロッカー等により専用とし、毒物、劇物以外の化学薬品等とは別に保管 
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すること。 

(２)保管庫は、盗難等防止のための施錠を行い、鍵の保管については保管庫等管理責任者が責 

任を持って管理すること。 

(３)保管庫及び容器には、外部から明確に識別できるよう毒物については赤地に白色をもって 

「医薬用外毒物」の文字を、劇物は白地に赤色をもって「医薬用外劇物」の文字を表示す

ること。 

(４)使用簿等により、在庫量及び使用量を把握しておくとともに、定期的に保管している毒物、 

劇物の数量を使用簿等と照合して確認し、記録すること。 

４４４４ 危険物を消防法で定める数量以上保管する場合は、指定された保管庫等に保管し、保管庫 

等における最大貯蔵量を超えて保管してはならない。 

（標識） 

第１７条第１７条第１７条第１７条 化学薬品等の使用場所及び保管庫等の設置場所には所定の標識を掲示しなければな

らない。 

 

第６章第６章第６章第６章    廃棄廃棄廃棄廃棄    

（化学廃液） 

第１８条第１８条第１８条第１８条 化学薬品等の取扱作業により生じた化学廃液は、指定された分類に従って所定の容器 

に回収し、処理しなければならない。 

（洗浄廃液） 

第１９条第１９条第１９条第１９条 化学薬品等の取扱作業によって生じた洗浄廃液は、貯留槽又は容器に回収し、処理し 

なければならない。 

（有毒ガス） 

第２０条第２０条第２０条第２０条 化学薬品等の取扱作業によって生じた有害ガスは、除外装置を通して排気しなければ 

ならない。 

（有害固形廃棄物） 

第２１条第２１条第２１条第２１条 化学薬品等の取扱作業によって生じた有害固形廃棄物は、安全な状態で保管し、処理 

しなければならない。 

（処理） 

第２２条第２２条第２２条第２２条 第１８条、第１９条及び前条に基づく処理は、実験廃液処理施設において処理しなけ

ればならない。 

 

第７章第７章第７章第７章    健康診断健康診断健康診断健康診断    

（健康診断） 

第２３条第２３条第２３条第２３条 機構長は、次の各号の作業に常時従事する者に対し、特定化学物質等障害予防規則第

３９条及び有機溶剤中毒予防規則第２９条に規定する医師による健康診断を行わなければな

らない。 

(１)特定化学物質を取り扱う作業 

(２)有機溶剤を取り扱う作業 
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第８章第８章第８章第８章    緊急時の措置緊急時の措置緊急時の措置緊急時の措置    

（緊急時の措置） 

第２４条第２４条第２４条第２４条 化学薬品等に係る事故、火災その他の災害が発生した場合、又は発見した場合は、次 

の措置を講じなければならない。 

(１)人命の救助を最優先すること 

(２)災害の拡大を防止すること 

(３)機構長、取扱主任者、取扱責任者及びその他関係者に連絡をとること 

 

第９章第９章第９章第９章    違反者に対する措置違反者に対する措置違反者に対する措置違反者に対する措置    

（違反者に対する措置） 

第２５条第２５条第２５条第２５条 機構長は、本規定等に違反した者に対し再教育を行うなど、実態に応じ適切な措置を

講じなければならない。 

 

第１０章第１０章第１０章第１０章    雑則雑則雑則雑則    

（管理組織） 

第２６条第２６条第２６条第２６条 この規程に係る管理組織は、別表のとおりとする。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１９日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

 

 

 

≪化学薬品及び有害物質保安管理組織≫ 
 
 

 

代理者

環境安全管理室長

作業従事者

機構長

化学薬品等取扱責任者

所長等

使用場所管理責任者

保管庫等管理責任者

化学薬品等取扱主任者
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特定化学物質（労働安全衛生法関連法令）特定化学物質（労働安全衛生法関連法令）特定化学物質（労働安全衛生法関連法令）特定化学物質（労働安全衛生法関連法令）    
 
＜第１類特定化学物質＞ 

1. ジクロルベンジジン及びその塩  

2. アルファ-ナフチルアミン及びその塩 

3. 塩素化ビフェニル（別名 PCB） 

4. オルト-トリジン及びその塩 

5. ジアニシジン及びその塩 

6. ベリリウム及びその化合物 

7. ベンゾトリクロリド 

8.  1. から 6. までに掲げる物をその重量の 1%

を越えて含有し、又は 7. に掲げる物をその重

量の 0.5%を越えて含有する製剤その他の物（合

金にあっては、ベリリウムをその重量の 3%を

超えて含有するものに限る。） 

 

＜第２類特定化学物質＞ 

1. アクリルアミド  

2. アクリロニトリル  

3. アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又

はエチル基である物に限る。）  

4. 石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。）  

5. エチレンイミン  

6. 塩化ビニル  

7. 塩素  

8. オーラミン  

9. オルト-フタロジニトリル  

10. カドミウム及びその化合物  

11. クロム酸及びその塩  

12. クロロメチルメチルエーテル  

13. 五酸化バナジウム  

14. コールタール  

15. 三酸化砒素  

16. シアン化カリウム  

17. シアン化水素  

18. シアン化ナトリウム  

19. 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフエニルメタン  

20. 臭化メチル  

21. 重クロム酸及びその塩  

22. 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）  

23. トリレンジイソシアネート  

24. ニツケルカルボニル  

25. ニトログリコール  

26. パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン  

27. パラ-ニトロクロルベンゼン  

28. 弗化水素  

29. ベータ-プロピオラクトン  

30. ベンゼン  

31. ペンタクロルフェノール（別名ＰＣＰ）及びそ

のナトリウム塩  

32. マゼンタ  

33. マンガン及びその化合物（塩基性マンガンを除

く。）  

34. 沃化メチル  

35. 硫化水素  

36. 硫酸ジメチル  

37. 1. から 36. までに掲げる物を含有する製剤その

他の物で厚生労働省令で定めるもの 

 

＜第３類特定化学物質＞ 

1. アンモニア  

2. 一酸化炭素 

3. 塩化水素 

4. 硝酸 

5. 二酸化硫黄 

6. フェノール  

7. ホスゲン 

8. ホルムアルデヒド  

9. 硫酸 

10. 1. から 9. までに掲げる物を含有する製剤その

他の物で、厚生労働省令で定めるもの 
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有機溶剤（有機溶剤（有機溶剤（有機溶剤（労働安全衛生法関連法令労働安全衛生法関連法令労働安全衛生法関連法令労働安全衛生法関連法令）））） 
 
＜第１種有機溶剤＞ 

1. クロロホルム  

2. 四塩化炭素 

3. 1,2-ジクロルエタン（別名二塩化エチレン） 

4. 1,2-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン） 

5. 1,1,2,2-テトラクロルエタン（別名四塩化アセ

チレン） 

6. トリクロルエチレン 

7. 二硫化炭素 

 

＜第２種有機溶剤＞ 

1. アセトン  

2. イソブチルアルコール  

3. イソプロピルアルコール  

4. イソペンチルアルコール（別名イソアミルアル

コール）  

5. エチルエーテル  

6. エチレングリコールモノエチルエーテル（別名

セロソルブ）  

7. エチレングリコールモノエチルエーテルアセ

テート（別名セロソルブアセテート）  

8. エチレングリコールモノ－ノルマル－ブチル

エーテル（別名ブチルセロソルブ）  

9. エチレングリコールモノメチルエーテル（別名

メチルセロソルブ）  

10. オルト-ジクロルベンゼン  

11. キシレン  

12. クレゾール  

13. クロルベンゼン  

14. 酢酸イソブチル  

15. 酢酸イソプロピル  

16. 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソミアル）  

17. 酢酸エチル  

18. 酢酸ノルマル-ブチル  

19. 酢酸ノルマル-プロピル  

20. 酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル－ア

ミル）  

21. 酢酸メチル  

22. シクロヘキサノール  

23. シクロヘキサノン  

24.  1,4-ジオキサン  

25. ジクロルメタン（別名二塩化メチレン）  

26.  N,N-ジメチルホルムアミド  

27. スチレン  

28. テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレ

ン）  

29. トラヒドロフラン  

30.  1,1,1-トリクロルエタン  

31. トルエン  

32. ノルマルヘキサン  

33. １-ブタノール  

34. ２-ブタノール  

35. メタノール  

36. メチルイソブチルケトン  

37. メチルエチルケトン  

38. メチルシクロヘキサノール  

39. メチルシクロヘキサノン  

40. メチル-ノルマル-ブチルケトン  

 

＜第３種有機溶剤＞ 

1. ガソリン  

2. コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。）  

3. 石油エーテル  

4. 石油ナフサ  

5. 石油ベンジン  

6. テレビン油  

7. ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロ

リウムスピリット、ホワイトスピリット及びミ

ネラルターペンを含む。）  

8. 前各号に掲げる物のみから成る混合物 
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主な毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）主な毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）主な毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）主な毒物・劇物（毒物及び劇物取締法）    
 

＜主な毒物＞＜主な毒物＞＜主な毒物＞＜主な毒物＞    

アジ化ナトリウム 

アリルアルコール 

塩化ホスホリル 

黄リン 

五塩化リン 

三塩化ホウ素 

三塩化リン 

三フッ化ホウ素 

三フッ化リン 

無機シアン化合物 

ジニトロクレゾール・同塩類 

ジニトロフェノール 

四弗化硫黄 

ジボラン 

水銀及び水銀化合物 

ストリキニーネ 

セレン及びセレン化合物 

ニコチン・同塩類 

ニッケルカルボニル 

ヒ素及びヒ素化合物（ヒ化ガリウム、

ヒ化  インジウムなどを除く） 

ヒドラジン 

フッ化水素 

ベンゼンチオール 

ホスゲン 

メチルメルカプタン 

リン化水素 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

＜主な劇物＞＜主な劇物＞＜主な劇物＞＜主な劇物＞    

無機亜鉛塩類 

亜塩素酸ナトリウム  

アクリルアミド 

アクリル酸 

アクリロニトリル 

亜硝酸塩類 

アセトニトリル 

アニリン・同塩類 

2-アミノエタノール 

アンチモン化合物 

アンモニア 

エチレンオキシド 

塩化水素 

塩化第一水銀 

塩化チオニル 

塩素 

塩素酸塩類 

過酸化水素 

過酸化ナトリウム 

カドミウム化合物 

ギ酸 

キシレン  

キノリン 

無機金塩類 

無機銀塩類（塩化銀を除く） 

クレゾール 

クロム酸塩類 

クロロ酢酸ナトリウム 

クロロホルム 

ケイフッ化水素酸・同塩類 

五酸化バナジウム 

酢酸エチル 

酢酸タリウム 

四塩化炭素 

重クロム酸塩類 

 

 

 

シュウ酸・同塩類 

硝酸 

硝酸タリウム 

水酸化カリウム 

水酸化ナトリウム 

無機スズ塩類 

無機銅塩類 

トリクロロシラン 

トルイジン・同塩類 

トルエン 

鉛化合物 

二硫化炭素 

バリウム化合物 

（硫酸バリウムを除く） 

ピクリン酸・同塩類 

ヒドラジン一水和物 

ヒドロキシルアミン・同塩類 

フェニレンジアミン・同塩類 

フェノール 

臭化水素 

臭化メチル 

ペンタクロロフェノール・同塩類 

ホウフッ化水素酸・同塩類 

ホルムアルデヒド 

無水クロム酸 

メタクリル酸 

メタノール 

メチルアミン 

メチルイソチオシアナート 

メチルエチルケトン  

ヨウ化水素 

ヨウ化メチル 

ヨウ素 

硫酸 

硫酸タリウム 
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危険物（消防法及び危険物の規制に関する政令）危険物（消防法及び危険物の規制に関する政令）危険物（消防法及び危険物の規制に関する政令）危険物（消防法及び危険物の規制に関する政令） 

類 別類 別類 別類 別 性質性質性質性質 性質性質性質性質 代表的な物質代表的な物質代表的な物質代表的な物質

1 塩素酸塩類
2 過塩素酸塩類 塩素酸ナトリウム
3 無機過酸化物 過マンガン酸カリウム
4 亜塩素酸塩類  
5 臭素酸塩類 亜硝酸ナトリウム
6 硝酸塩類 亜硝酸カリウム
7 よう素酸塩類 硝酸アンモニウム(粒状)
8 過マンガン酸塩類 さらし粉
9 重クロム酸塩類
10 その他､政令で定めるもの
11 1-10のいずれかを含有するもの
1 硫化りん   
2 赤りん   100 kg
3 硫黄   
4 鉄粉   500 kg
5 金属粉 ｱﾙﾐﾆｳﾑ(200ﾒｯｼｭ以下)
6 マグネシウム 亜鉛(200ﾒｯｼｭ以下)
7 その他､政令で定めるもの ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(80-120ﾒｯｼｭ)
8 1-7のいずれかを含有するもの 第二種可燃性固体 500 kg
9 引火性固体  固形アルコール 1000 kg
1 カリウム   
2 ナトリウム   
3 アルキルアルミニウム   
4 アルキルリチウム   
5 黄りん   20 kg

6
アルカリ金属(ｶﾘｳﾑ及びﾅﾄﾘｳﾑ
を除く､)及びアルカリ土類金属

7
有機金属化合物(ｱﾙｷﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ及
びｱﾙｷﾙﾘﾁｳﾑを除く｡)

8 金属の水素化物 カルシウム（粉末）
9 金属のりん化物 水素化リチウム
10 ｶﾙｼｳﾑ又はｱﾙﾐﾆｳﾑの炭化物 トリクロロシラン
11 その他､政令で定めるもの
12 1-11のいずれかを含有するもの

300 kg

第一種可燃性固体 100 kg

リチウム（粉末）
水素化ナトリウム

10 kg

50 kg

300 kgホウ素化ナトリウム

第二種酸化性固体

50 kg

ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ
硝酸鉄(9水塩)

1000 kg

10 kg

品　　　　　　名品　　　　　　名品　　　　　　名品　　　　　　名

第一類第一類第一類第一類 酸化性固体

可燃性固体第二類第二類第二類第二類

第三種自然発火性
物質、禁水性物質

第三種酸化性固体

第三類第三類第三類第三類

自然発火性
物質
および

禁水性物質

指定数量指定数量指定数量指定数量

第一種自然発火性
物質、禁水性物質

第一種酸化性固体

第一種自然発火性
物質、禁水性物質
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類 別類 別類 別類 別 性質性質性質性質 性質性質性質性質 代表的な物質代表的な物質代表的な物質代表的な物質

 ジエチルエーテル
ペンタン

 二硫化炭素
ガソリン
ヘキサン
ベンゼン
トルエン
アセトン
アセトニトリル
メタノール
エタノール
2-プロパノール
灯油
軽油
キシレン
ギ酸
酢酸
重油
絶縁油
エチレングリコール
グリセリン
ギア－油
シリンダー油

7 動植物油類  10000  
1 有機過酸化物  
2 硝酸エステル類  
3 ニトロ化合物  
4 ニトロソ化合物  
5 アゾ化合物
6 ジアゾ化合物
7 ヒドラジンの誘導体 100 kg
8 その他､政令で定めるもの
9 1-8のいずれかを含有するもの
1 過塩素酸  
2 過酸化水素 過塩素酸 (60%)
3 硝酸 過酸化水素 (60%) 300 kg
4 その他､政令で定めるもの 硝酸 (60%)
5 1-4のいずれかを含有するもの

第一種自己反応性
物質

第二種自己反応性
物質  

200  

品　　　　　　名品　　　　　　名品　　　　　　名品　　　　　　名

アルコール類

第五類第五類第五類第五類 自己反応性
物質

1 特殊引火物

3

6

第一石油類2

第六類第六類第六類第六類 酸化性液体

引火性液体第四類第四類第四類第四類

指定数量指定数量指定数量指定数量

400  

 水溶性液体 400  

 非水溶性液体

50  

 

10 kg

1000   非水溶性液体

2000   非水溶性液体

2000   水溶性液体

第二石油類4

4000   水溶性液体
第三石油類5

6000   第四石油類
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汚水排出基準（つくば市下水道条例及汚水排出基準（つくば市下水道条例及汚水排出基準（つくば市下水道条例及汚水排出基準（つくば市下水道条例及び通知）び通知）び通知）び通知） 

 

温度 45℃未満
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素
含有物

380 mg/  以下

水素イオン濃度（pH） 5を越え9未満
生物化学的酸素要求量 600 mg/  未満
浮遊物質量 600 mg/  未満
ヘキサン抽出物質　　　　 　　　鉱油類 5 mg/  以下
                          　　　　　　　 動植物油脂類 30 mg/  以下
沃素消費量 220 mg/  以下
カドミウム及びその化合物 0.01 mg/  以下
シアン化合物 検出されないこと

有機燐化合物 検出されないこと

鉛及びその化合物 0.05 mg/  以下
六価クロム化合物 0.05 mg/  以下
砒素及びその化合物 0.01 mg/  以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005 mg/  以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと

トリクロロエチレン 0.03 mg/  以下
テトラクロロエチレン 0.01 mg/  以下
ジクロロメタン 0.02 mg/  以下
四塩化炭素 0.002 mg/  以下
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/  以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/  以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/  以下
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/  以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/  以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/  以下
チウラム 0.006 mg/  以下
シマジン 0.003 mg/  以下
チオベンカルブ 0.02 mg/  以下
ベンゼン 0.01 mg/  以下
セレン及びその化合物 0.01 mg/  以下
ほう素及びその化合物 10 mg/  以下
ふっ素及びその化合物 8 mg/  以下
フェノール類 0.5 mg/  以下
銅及びその化合物 3 mg/  以下
亜鉛及びその化合物 5 mg/  以下
鉄及びその化合物（溶解性） 10 mg/  以下
マンガン及びその化合物（溶解性） 1 mg/  以下
クロム及びその化合物 1 mg/  以下
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